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番 号 表 題 担当課名

４０※ 徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に とくしまゼロ作戦課

強い社会づくり条例の一部を改正する条例 事前復興室

４１※ 徳島県消費者の利益の擁護及び増進のため 消費者くらし安全局

の基本政策に関する条例の一部を改正する 消費者政策課

条例

４２※ 徳島県食料・農林水産業・農山漁村基本条 農林水産政策課

例の一部を改正する条例

４３※ 徳島県治水及び利水等流域における水管理 水管理政策課

条例の一部を改正する条例

４４※ 徳島県流域下水道事業の設置等に関する条 水・環境課

例の一部を改正する条例

４５※ 徳島県個人情報保護条例の一部を改正する 監察局監察評価課

条例 県庁ふれあい室



【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

徳
島
県
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
等
に
係
る
震
災
に
強
い
社
会
づ
く
り
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
条
例
第
四
十
号
）

一

災
害
対
策
基
本
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
消
費
者
の
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
の
た
め
の
基
本
政
策
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
条
例
第
四
十
一
号
）

一

徳
島
県
消
費
者
情
報
セ
ン
タ
ー
の
位
置
を
徳
島
市
寺
島
本
町
西
一
丁
目
に
変
更
す
る
こ
と
と
し
た

。
二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
食
料
・
農
林
水
産
業
・
農
山
漁
村
基
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
二
号

）一

農
業
法
人
に
対
す
る
投
資
の
円
滑
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を

行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
治
水
及
び
利
水
等
流
域
に
お
け
る
水
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
三

号
）

一

水
防
法
及
び
災
害
対
策
基
本
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
四
号

）一

下
水
道
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
又
は

こ
の
条
例
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
五
号
）

一

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
及

び
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
三
法
が
個
人
情
報
の
保
護
に

関
す
る
法
律
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

統
計
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改

正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
条
例
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第

一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
（
同
法
第
五
十
条
の
規
定
に
限
る
。
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ

と
と
し
た
。
た
だ
し
、
二
に
つ
い
て
は
同
号
に
掲
げ
る
規
定
（
同
法
附
則
第
四
十
六
条
の
規
定
に
限

る
。
）
の
施
行
の
日
か
ら
、
三
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。



徳
島
県
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
等
に
係
る
震
災
に
強
い
社
会
づ
く
り
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
等
に
係
る
震
災
に
強
い
社
会
づ
く
り
条
例
（
平
成
二
十
四
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
六
十
二
条
第
二
項
中
「
勧
告
又
は
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

初
校

　

徳
島
県
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
等
に
係
る
震
災
に
強
い
社
会
づ
く
り
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

飯　
　
　
　
　

泉　
　
　
　
　

嘉　
　
　
　
　

門

徳
島
県
条
例
第
四
十
号　



徳
島
県
消
費
者
の
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
の
た
め
の
基
本
政
策
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
消
費
者
の
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
の
た
め
の
基
本
政
策
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
徳
島
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
二
条
中
「
徳
島
町
」
を
「
寺
島
本
町
西
一
丁
目
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

初
校

　

徳
島
県
消
費
者
の
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
の
た
め
の
基
本
政
策
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

飯　
　
　
　
　

泉　
　
　
　
　

嘉　
　
　
　
　

門

徳
島
県
条
例
第
四
十
一
号　



徳
島
県
食
料
・
農
林
水
産
業
・
農
山
漁
村
基
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
食
料
・
農
林
水
産
業
・
農
山
漁
村
基
本
条
例
（
平
成
二
十
年
徳
島
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
農
業
法
人
（
農
業
法
人
に
対
す
る
投
資
の
円
滑
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
を
「
農
事
組
合
法
人
等
（
農
林
漁
業
法
人
等
に
対
す
る
投
資
の
円
滑
化
に
関
す
る

特
別
措
置
法
」
に
、「
に
規
定
す
る
農
業
法
人
」
を
「
第
一
号
に
掲
げ
る
法
人
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

初
校

　

徳
島
県
食
料
・
農
林
水
産
業
・
農
山
漁
村
基
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

飯　
　
　
　
　

泉　
　
　
　
　

嘉　
　
　
　
　

門

徳
島
県
条
例
第
四
十
二
号



徳
島
県
治
水
及
び
利
水
等
流
域
に
お
け
る
水
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
治
水
及
び
利
水
等
流
域
に
お
け
る
水
管
理
条
例
（
平
成
二
十
八
年
徳
島
県
条
例
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
同
条
第
六
項
」
を
「
同
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
四
項
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
及
び
「
第
十
四
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
加
え
る
。

第
五
十
二
条
第
一
項
中
「
勧
告
等
」
を
「
指
示
等
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

初
校

　

徳
島
県
治
水
及
び
利
水
等
流
域
に
お
け
る
水
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

飯　
　
　
　
　

泉　
　
　
　
　

嘉　
　
　
　
　

門

徳
島
県
条
例
第
四
十
三
号



徳
島
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
第
六
条
第
四
号
」
を
「
第
六
条
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
十
条
及
び
第
十
一
条
中
「
第
二
十
五
条
の
十
八
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
の
三
十
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
施
行
の
日
又
は
こ
の
条
例
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施

行
す
る
。

初
校

　

徳
島
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

飯　
　
　
　
　

泉　
　
　
　
　

嘉　
　
　
　
　

門

徳
島
県
条
例
第
四
十
四
号



徳
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
四
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
」
を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第

一
項
」
を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
事
業
所
母
集
団
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
の
下
に
「
に
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
中
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
四
章
」
を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
五
章
第
四
節
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
中
「
総
務
大
臣
」
を
「
内
閣
総
理
大
臣
」
に
、「
第
十
九
条
第
七
号
」
を
「
第
十
九
条
第
八
号
」
に
、「
同
条
第
八
号
」
を
「
同
条
第
九
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
（
同
法
第
五
十
条
の
規

定
に
限
る
。）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
は
同
法
附
則
第
一
条
第
四

号
に
掲
げ
る
規
定
（
同
法
附
則
第
四
十
六
条
の
規
定
に
限
る
。）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

初
校

　

徳
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

飯　
　
　
　
　

泉　
　
　
　
　

嘉　
　
　
　
　

門

徳
島
県
条
例
第
四
十
五
号
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